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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

成
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パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
安
全
対
策
に
関
す
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意
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一 

 



 

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
標
記
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
安
全
は
、「
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
に
よ
る
技
術
基
準
」
の
告
示

を
待
つ
て
所
定
の
手
続
き
が
講
じ
ら
れ
、
新
東
京
国
際
空
港
公
団
（
以
下
「
空
港
公
団
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
適
切

な
る
指
示
を
与
え
る
と
の
こ
と
で
あ
つ
た
。 

「
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
に
よ
る
技
術
基
準
」
は
、
右
の
答
弁
書
の
送
付
さ
れ
た
同
年
九
月
二
十
八
日
に
告

示
さ
れ
、
既
に
六
か
月
を
経
た
。
そ
れ
ゆ
え
政
府
に
お
い
て
は
、
空
港
公
団
に
対
し
適
切
な
る
指
示
を
与
え
ら
れ

た
も
の
と
推
察
す
る
。 

昭
和
四
十
八
年
九
月
十
八
日
に
提
出
し
た
「
成
田
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
安
全
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
質
問

第
二
〇
号
）
」
に
対
し
、
同
年
九
月
二
十
八
日
、
内
閣
衆
質
七
一
第
二
〇
号
の
答
弁
書
の
送
付
を
受
け
た
。 

 
本
質
問
は
、
右
に
基
づ
き
、
政
府
並
び
に
空
港
公
団
の
措
置
及
び
六
か
月
間
に
空
港
公
団
が
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の 

成
田
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
安
全
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

工
事
及
び
保
全
に
つ
い
て
実
施
し
た
る
事
実
行
為
に
つ
き
、
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
に
関
係
す
る
す
べ
て
の

法
令
に
基
づ
き
問
う
次
第
で
あ
る
。 

一 

石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
の
省
令
に
基
づ
き
、
昭
和
四
十
八
年
九
月
二
十
八
日
技
術
上
の
基
準
の
細
目
等

が
告
示
さ
れ
た
。
さ
き
の
答
弁
書
に
よ
る
な
ら
ば
、
こ
の
告
示
後
早
急
に
工
事
計
画
の
認
可
の
申
請
が
な
さ
れ

る
と
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
申
請
～
認
可
と
い
う
手
続
き
は
な
さ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
よ
つ
て
、
次
の
各
項

目
に
対
し
、
明
確
な
回
答
を
求
め
る
。 

(3) 

空
港
公
団
よ
り
工
事
認
可
の
申
請
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
空
港
公
団
が
工
事
認
可
の
申
請
を
し
な
い

理
由
及
び
申
請
で
き
な
い
理
由
を
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
、
今
後
の
方
策
も
併
せ
明
示
さ
れ
た 

(2) 

か
か
る
工
事
認
可
を
与
え
て
い
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
は
な
に
か
。
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。 

(1) 

空
港
公
団
に
対
し
、
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
第
十
五
条
に
基
づ
く
工
事
認
可
を
与
え
た
年
月
日
は
い

つ
か
。 

四 

 



 

二 

空
港
公
団
が
、
千
葉
市
内
を
起
点
と
し
新
空
港
間
に
至
る
区
間
に
埋
設
し
た
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
は
、
石
油

パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
の
全
面
適
用
を
同
法
施
行
時
よ
り
受
け
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

(2) 

空
港
公
団
は
、
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
施
行
前
に
は
右
の
業
務
方
法
書
で
定
め
ら
れ
た
航
空
機
給
油

施
設
の
建
設
及
び
管
理
規
程
に
基
づ
く
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
施
設
の
設
置
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
設
置
に
必
要
な 

(1) 

空
港
公
団
法
第
二
十
四
条
に
基
づ
く
業
務
方
法
書
に
基
づ
き
運
輸
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
空
港
公
団
航
空

機
給
油
施
設
の
建
設
及
び
管
理
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
三
月
一
日
）
の
効
力
は
既
に
消
滅
し
て
い
る
と
し
て

い
る
の
か
。 

(4) 
昨
年
末
、
運
輸
、
自
治
両
大
臣
に
よ
り
、
か
か
る
工
事
計
画
の
認
可
の
申
請
期
限
が
昭
和
五
十
年
三
月
三

十
一
日
と
指
定
さ
れ
た
と
聞
く
が
、
何
ゆ
え
こ
の
よ
う
に
大
幅
な
期
間
（
余
裕
）
を
与
え
、
空
港
公
団
を
あ
ま

や
か
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。 

い
。 

五 

 



 

三 

石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
の
「
技
術
基
準
」
に
よ
れ
ば
、
空
港
公
団
が
既
に
埋
設
し
た
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
は
、

著
し
く
右
の
技
術
基
準
に
違
反
し
て
い
る
。
事
実
、
成
田
市
内
「
暫
定
」
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
埋
設
工
事
の
東
関
東
自

動
車
道
わ
き
よ
り
新
空
港
に
至
る
区
間
の
ほ
り
返
し
が
そ
れ
を
立
証
し
て
い
る
。 

(2) 

右
の
事
項
に
対
し
、
現
在
ま
で
ど
の
よ
う
な
処
置
を
さ
れ
た
か
、
今
後
ど
の
よ
う
に
す
る
つ
も
り
か
、
具

体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(1) 

既
に
埋
設
の
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
が
、
右
の
「
技
術
基
準
」
に
違
反
し
て
い
る
事
項
を
細
大
漏
ら
さ
ず
具
体
的
に

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

道
路
の
占
用
、
行
政
財
産
等
の
使
用
の
許
可
を
受
け
て
関
係
す
る
工
事
を
行
つ
て
き
た
と
聞
く
が
、
石
油
パ

イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
施
行
後
に
お
い
て
も
同
法
を
前
提
と
し
て
関
係
機
関
に
対
し
、
か
か
る
許
可
の
再
申
請

を
す
る
必
要
が
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
は
何
か
。
ま
た
、
許
可
等
の
更
新
、
継
続
は
、
空
港
公
団

法
、
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
の
い
ず
れ
を
前
提
と
し
て
な
し
た
か
を
明
示
さ
れ
た
い
。 

六 

 



 

四 
空
港
公
団
総
裁
今
井
榮
文
氏
が
、
昭
和
四
十
七
年
八
月
十
九
日
付
け
文
書
を
も
つ
て
、
千
葉
市
内
パ
イ
プ
ラ

イ
ン
沿
線
住
民
、
千
葉
市
当
局
の
三
者
で
会
談
を
行
う
こ
と
を
約
束
し
、
さ
き
の
答
弁
書
に
お
い
て
も
「
今
後

も
公
団
が
地
元
住
民
と
の
話
し
合
い
を
積
極
的
に
行
い
、
地
元
住
民
の
理
解
と
協
力
を
得
ら
れ
る
よ
う
努
め
る

こ
と
に
つ
い
て
十
分
指
導
し
て
い
く
方
針
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
。 

五 

千
葉
市
内
埋
立
地
の
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
埋
設
工
事
に
使
用
し
た
「
埋
戻
用
砂
」
に
海
砂
を
使
用
し
た
報
道
に
つ

き
、「
事
実
な
し
」
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
住
民
の
調
査
で
は
そ
の
疑
い
は
ま
す
ま
す
増
大
し
て
い
る
。
よ
つ
て
、

空
港
公
団
が
埋
戻
し
に
使
用
し
た
山
砂
に
関
し
、
次
の
事
項
に
つ
き
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(3) 

さ
き
の
答
弁
書
に
あ
る
地
元
住
民
の
理
解
と
協
力
を
得
る
具
体
的
な
行
為
を
今
も
つ
て
な
し
て
い
な
い
理

由
は
何
か
。 

(2) 

か
か
る
三
者
会
談
を
い
つ
ま
で
に
実
施
さ
せ
る
つ
も
り
か
。
そ
の
理
由
は
何
か
。 

(1) 

右
の
三
者
会
談
は
、
今
日
に
至
る
も
実
行
さ
れ
て
い
な
い
が
、
何
ゆ
え
実
行
さ
れ
な
い
の
か
。 

七 

 



 

六 

成
田
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
埋
設
後
の
保
守
管
理
は
、
空
港
公
団
の
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に
関
す
る
管
理
規
程
や
、
空
港

公
団
と
千
葉
県
と
の
協
定
（
航
空
燃
料
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
敷
設
に
関
す
る
協
定
、
昭
和
四
十
七
年
三
月
十
五
日
）
千

葉
市
と
交
わ
し
た
協
定
書
（
新
東
京
国
際
空
港
に
係
る
航
空
燃
料
輸
送
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に
関
す
る
協
定
書
、
同

年
三
月
九
日
）
に
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
空
港
公
団
は
そ
れ
を
遵
守
し
て
い
な
い
。 

(3) 

空
港
公
団
「
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
工
事
標
準
仕
様
書
」
（
昭
和
四
十
七
年
四
月
）
3
・
2
・
8
埋
戻
し

(6)
に
記
載
さ

れ
た
「
監
督
職
員
の
承
認
」
は
、
具
体
的
に
な
に
を
示
す
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(2) 

成
田
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
全
工
区
別
に
、
山
砂
使
用
量
、
採
取
地
を
明
示
す
る
こ
と
。 

(1) 
政
府
は
、
空
港
公
団
よ
り
の
報
告
を
受
け
て
「
事
実
な
し
」
と
し
た
が
、
何
ゆ
え
自
ら
調
査
し
な
か
つ
た
の

か
。 

特
に
千
葉
市
内
海
岸
埋
立
地
は
民
間
に
よ
る
建
設
工
事
が
多
岐
に
わ
た
り
、
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
保
全
が
す
こ

ぶ
る
困
難
で
あ
る
こ
と
を
地
元
住
民
は
計
画
公
表
時
よ
り
常
に
指
摘
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
、
空
港
公
団
、 

八 

 



 

(2) 

同
所
に
お
い
て
千
葉
市
が
企
業
者
と
な
り
中
央
卸
売
市
場
橋
り
よ
う
下
部
工
事
を
施
工
中
で
あ
る
が
、
こ 

(1) 

千
葉
港
護
岸
敷
内
の
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
保
安
施
設
（
バ
ル
ブ
ボ
ッ
ク
ス
、
応
力
計
、
沈
下
計
、
電
防
タ
ー
ミ

ナ
ル
等
の
マ
ン
ホ
ー
ル
類
及
び
漏
油
検
知
口
）
は
、
千
葉
県
が
本
年
一
月
よ
り
施
工
し
た
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗

装
下
に
埋
没
し
、
検
知
口
の
ご
と
き
は
そ
の
所
在
を
知
る
こ
と
す
ら
不
可
能
で
あ
る
。 

地
元
公
共
団
体
は
、
恒
常
的
か
つ
高
度
に
技
術
的
な
保
守
管
理
体
制
を
確
保
す
る
と
し
て
、
住
民
の
抱
く
危
ぐ

は

杞き

憂
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
き
た
が
、
次
の
各
事
項
で
明
白
の
ご
と
く
、
そ
の
保
守
管
理
体
制
の
ず
さ
ん
さ
が

当
然
の
ご
と
く
露
呈
さ
れ
た
。
地
元
住
民
は
こ
れ
ら
の
事
実
が
起
こ
る
の
は
「
空
港
公
団
の
姿
勢
と
し
て
必
然

的
に
生
じ
る
も
の
」
と
し
、
ま
た
、
そ
れ
は
氷
山
の
一
角
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
。 

こ
れ
に
対
し
、
空
港
公
団
は
本
年
三
月
三
十
一
日
現
在
な
ん
ら
処
置
を
講
じ
て
い
な
い
。
地
元
住
民
は
こ

の
事
実
に
関
し
、
去
る
三
月
二
十
八
日
千
葉
県
知
事
に
対
し
文
書
を
も
つ
て
申
し
入
れ
た
。 

政
府
は
、
右
の
事
実
を
調
査
の
上
、
そ
の
責
任
の
所
在
、
処
置
を
明
確
に
さ
れ
た
い
。 

九 

 



 

 

一
〇 

の
工
事
に
よ
り
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
防
護
工
（
カ
ル
バ
ー
ト
）
が
露
出
し
て
い
る
。
こ
の
防
護
工
の
防
護
が
な
ん
ら

な
さ
れ
な
い
た
め
、
当
該
防
護
工
の
側
壁
は
損
傷
を
受
け
、
満
潮
時
に
は
底
床
が
洗
い
流
さ
れ
、
ま
た
、
防

護
工
上
部
に
は
多
量
の
建
設
用
仮
設
重
量
物
が
乗
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
日
曜
日
な
ど
の
休
日
に
は
監
督

係
員
の
立
ち
合
い
な
く
、
現
場
労
務
者
の
み
施
工
し
、
な
ん
ら
保
全
策
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
政
府
は
か
よ

う
な
事
実
を
関
知
し
て
い
る
か
。 

(3) 

同
市
稲
毛
海
岸
五
丁
目
地
先
の
バ
ル
ブ
ボ
ッ
ク
ス
は
、
千
葉
市
消
防
局
駐
車
場
の
防
護
柵
に
よ
り
開
閉
不

能
と
な
つ
て
い
る
。
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
直
接
監
督
の
任
に
あ
る
消
防
機
関
が
か
か
る
行
為
を
な
し
、
空
港
公

団
が
そ
れ
を
放
置
し
て
い
る
理
由
は
な
に
か
。 

(4) 

右
の

1
～

3
で
明
ら
か
の
よ
う
に
空
港
公
団
は
、
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
保
守
管
理
を
な
ん
ら
実
施
せ
ず
、
住

民
の
主
張
の
正
当
性
を
立
証
し
て
い
る
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


